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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザの利便性を向上させることが可能な医用
画像診断装置、医用画像処理装置およびプログラムを提
供する。
【解決手段】超音波診断装置１は、第１生成部と第１受
付部と推定部とを備える。第１生成部は、医用画像を生
成する。第１受付部は、医用画像に対してユーザが入力
した入力点を受け付ける。推定部は、入力点の数に応じ
て、医用画像に含まれるオブジェクトの境界を推定する
処理を切り替えて、オブジェクトの境界を推定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像を生成する第１生成部と、
　前記医用画像に対してユーザが入力した入力点を受け付ける第１受付部と、
　前記入力点の数に応じて、前記医用画像に含まれるオブジェクトの境界を推定する処理
を切り替えて、前記境界を推定する推定部と、を備える、
　医用画像診断装置。
【請求項２】
　前記推定部は、前記入力点の数と、それぞれの前記入力点に対応する前記医用画像内の
特徴点とに応じて、前記境界を推定する処理を切り替える、
　請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項３】
　前記医用画像のうち前記入力点を含む所定領域の画像と、予め用意された複数種類のパ
ターン画像の各々とのパターンマッチングの結果に基づいて、前記入力点に対応する前記
特徴点を特定する特定部をさらに備える、
　請求項２に記載の医用画像診断装置。
【請求項４】
　前記オブジェクトは、左心室の心筋であり、
　前記推定部は、
　前記入力点の数が１つであり、前記入力点に対応する前記特徴点が前記左心室の心尖部
である場合は、前記入力点に対応する前記心尖部の位置と前記医用画像とに基づいて前記
境界を推定する第１の処理を実行する、
　請求項２または請求項３に記載の医用画像診断装置。
【請求項５】
　前記オブジェクトは、左心室の心筋であり、
　前記推定部は、
　前記入力点の数が２つであり、第１番目の前記入力点に対応する前記特徴点が、前記左
心室の僧帽弁を構成する２つの弁のうちの一方の弁の根元部分を示す第１ヒンジ部と、他
方の弁の根元部分を示す第２ヒンジ部との間の点を示す中間点であり、第２番目の前記入
力点に対応する前記特徴点が前記心尖部である場合は、第１番目の前記入力点に対応する
前記中間点の位置と、第２番目の前記入力点に対応する前記心尖部の位置と、前記医用画
像とに基づいて、前記境界を推定する第２の処理を実行する、
　請求項２乃至４のうちの何れか１項に記載の医用画像診断装置。
【請求項６】
　前記オブジェクトは、左心室の心筋であり、
　前記推定部は、
　前記入力点の数が３つであり、第１番目の前記入力点に対応する前記特徴点が、前記左
心室の僧帽弁を構成する２つの弁のうちの一方の弁の根元部分を示す第１ヒンジ部であり
、第２番目の前記入力点に対応する前記特徴点が、前記２つの弁のうちの他方の弁の根元
部分を示す第２ヒンジ部、および、心尖部のうちの一方であり、第３番目の前記入力点に
対応する前記特徴点が、前記第２ヒンジ部および前記心尖部のうちの他方である場合は、
第１番目の前記入力点に対応する前記第１ヒンジ部の位置と、第２番目の前記入力点に対
応する前記第２ヒンジ部および前記心尖部のうちの一方の位置と、第３番目の前記入力点
に対応する前記第２ヒンジ部および前記心尖部のうちの他方の位置と、前記医用画像とに
基づいて、前記境界を推定する第３の処理を実行する、
　請求項２乃至５のうちの何れか１項に記載の医用画像診断装置。
【請求項７】
　前記オブジェクトは、左心室の心筋であり、
　前記推定部は、前記入力点の入力を受け付ける前の段階において、前記医用画像を用い
て、前記入力点によらずに全自動で前記境界を推定する第４の処理を実行する、
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　請求項２乃至６のうちの何れか１項に記載の医用画像診断装置。
【請求項８】
　前記推定部により推定された前記境界を示す境界画像を、前記医用画像に重畳した重畳
画像を生成する第２生成部と、
　画像を表示する表示部と、
　前記重畳画像を前記表示部に表示する制御を行う表示制御部と、をさらに備える、
　請求項１乃至７のうちの何れか１項に記載の医用画像診断装置。
【請求項９】
　前記推定部は、複数種類の前記処理を有しており、前記入力点の数に応じて、何れかの
前記処理を選択し、
　前記表示制御部は、何れの前記処理が選択されているのかを示す情報を前記表示部に表
示する制御を行う、
　請求項８に記載の医用画像診断装置。
【請求項１０】
　前記入力点を棄却することを示す棄却指示を受け付ける第２受付部と、
　前記第２受付部で前記棄却指示を受け付けた場合、それまで前記第１受付部で受け付け
た前記入力点を棄却する棄却部と、をさらに備える、
　請求項８または請求項９に記載の医用画像診断装置。
【請求項１１】
　前記表示部に表示された前記重畳画像に含まれる前記境界画像に対して前記ユーザが入
力した修正指示に応じて、前記境界画像を修正する修正部をさらに備える、
　請求項８または請求項９に記載の医用画像診断装置。
【請求項１２】
　前記第１生成部は、被検体に対して超音波プローブから送信した超音波の反射波に基づ
いて前記医用画像を生成する、
　請求項１乃至１１のうちの何れか１項に記載の医用画像診断装置。
【請求項１３】
　医用画像を取得する取得部と、
　前記医用画像に対してユーザが入力した入力点を受け付ける第１受付部と、
　前記入力点の数に応じて、前記医用画像に含まれるオブジェクトの境界を推定する処理
を切り替えて、前記オブジェクトの境界を推定する推定部と、を備える、
　画像処理装置。
【請求項１４】
　コンピュータを、
　医用画像を取得する取得手段と、
　前記医用画像に対してユーザが入力した入力点を受け付ける第１受付手段と、
　前記入力点の数に応じて、前記医用画像に含まれるオブジェクトの境界を推定する処理
を切り替えて、前記オブジェクトの境界を推定する推定手段として機能させる、
　画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用画像診断装置、画像処理装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医用画像に含まれるオブジェクトの境界を推定する方法として、ユーザが入力し
た点を初期位置としてオブジェクトの境界を推定する技術が知られている。例えば、医用
画像に含まれる心臓の左心室の心筋（心臓を構成する筋肉）の境界を推定する場合、左心
室の心尖部と、僧帽弁を構成する２つの弁のうちの一方の根元部分を示す第１ヒンジ部と
、他方の根元部分を示す第２ヒンジ部とをユーザが入力し、ユーザが入力した３点を初期
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位置（起点）として左心室の心筋境界を推定する技術などが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１５３６００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術の境界推定では、３点入力を前提としており、例えば１点入力
、２点入力、４点以上の入力などに基づく境界推定に対応することができない。したがっ
て、ユーザ（操作者）の利便性が低いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、ユーザの利便性を向上させることが可能な医用画像診断装置、画像処理装置
およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の医用画像診断装置は、第１生成部と第１受付部と推定部とを備える。第１生
成部は、医用画像を生成する。第１受付部は、医用画像に対してユーザが入力した入力点
を受け付ける。推定部は、入力点の数に応じて、医用画像に含まれるオブジェクトの境界
を推定する処理を切り替えて、オブジェクトの境界を推定する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態の超音波診断装置の構成の一例を示す図。
【図２】実施形態の画像処理部の基本的な動作例を示すフローチャート。
【図３】実施形態のデフォルトの超音波画像の一例を示す図。
【図４】実施形態の画像処理部の機能構成の一例を示す図。
【図５】実施形態の入力点に対応する特徴点を特定する方法を説明するための図。
【図６】実施形態の入力点に対応する特徴点を特定する方法を説明するための図。
【図７】実施形態の入力点に対応する特徴点を特定する方法を説明するための図。
【図８】実施形態の重畳画像の一例を示す図。
【図９】変形例のＵＩ画像の一例を示す図。
【図１０】実施形態の画像処理装置の動作例を示すフローチャート。
【図１１】実施形態の画像処理装置の動作例を示すフローチャート。
【図１２】実施形態の画像処理装置の動作例を示すフローチャート。
【図１３】変形例の画像処理部の機能構成の一例を示す図。
【図１４】変形例のＵＩ画像の一例を示す図。
【図１５】変形例のＵＩ画像の一例を示す図。
【図１６】変形例の表示画面の一例を示す図。
【図１７】変形例の入力点に対応する特徴点を特定する方法を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明に係る医用画像診断装置、画像処理装置、およ
び、プログラムの実施形態を詳細に説明する。以下では、本発明が適用される医用画像診
断装置として、超音波診断装置を例に挙げて説明する。ただし、これに限定されるもので
はなく、本発明が適用される医用画像診断装置としては、例えば、Ｘ線診断装置、Ｘ線Ｃ
Ｔ（Computed　Tomography）装置、ＭＲＩ（Magnetic　Resonance　Imaging）装置、ＳＰ
ＥＣＴ（Single　Photon　Emission　Computed　Tomography）装置、ＰＥＴ（Positron　
Emission　computed　Tomography）装置、ＳＰＥＣＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化され
たＳＰＥＣＴ－ＣＴ装置、ＰＥＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化されたＰＥＴ－ＣＴ装置
、又はこれらの装置群等が挙げられる。
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【０００９】
　図１は、本実施形態の超音波診断装置１の構成の一例を示す図である。以下では、超音
波診断装置１は、被検体Ｐの心臓を撮影した超音波画像を画像処理することで、超音波画
像に含まれる左心室の心筋（請求項の「オブジェクト」の一例）の境界（輪郭）を、操作
者（ユーザ）に提示する場合を例に挙げて説明する。図１に示すように、超音波診断装置
１は、超音波プローブ１０と、入力装置２０と、モニタ３０と、装置本体４０とを備える
。
【００１０】
　超音波プローブ１０は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述す
る装置本体４０が有する送信部４１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生すると
ともに、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ１
０は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止す
るバッキング材などを有する。
【００１１】
　超音波プローブ１０から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検
体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号と
して超音波プローブ１０が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信
号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。
なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場
合の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存
して、周波数偏移を受ける。
【００１２】
　なお、図１の例では、複数の圧電振動子が一列で配置された１次元超音波プローブであ
る超音波プローブ１０により、被検体Ｐを２次元で走査する場合であっても、１次元超音
波プローブの複数の圧電振動子を機械的に揺動する超音波プローブ１０や複数の圧電振動
子が格子状に２次元で配置された２次元超音波プローブである超音波プローブ１０により
、被検体Ｐを３次元で走査する場合であっても、適用可能である。
【００１３】
　入力装置２０は、超音波診断装置１の操作者（ユーザ）が各種指示や各種設定の入力に
用いるデバイスであり、例えばマウスやキーボードなどで構成され得る。モニタ３０は、
各種の画像を表示するディスプレイ装置であり、例えば液晶パネル型のディスプレイ装置
などで構成され得る。モニタ３０は、超音波診断装置１の操作者が入力装置２０を用いて
各種指示や各種設定を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示した
り、装置本体４０において生成された超音波画像を表示したりすることができる。この例
では、モニタ３０は、請求項の「表示部」に対応していると捉えることができる。
【００１４】
　装置本体４０は、超音波プローブ１０が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成す
る装置であり、図１に示すように、送信部４１と、受信部４２と、Ｂモード処理部４３と
、ドプラ処理部４４と、画像生成部４５と、画像処理部１００とを有する。
【００１５】
　送信部４１は、トリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路などを有し、超音波プロー
ブ１０に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成
するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、遅延回路は、超音波プローブ１０か
ら発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために用いられる圧電振
動子ごとの遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、トリ
ガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１０に駆動信号（駆
動パルス）を印加する。
【００１６】
　受信部４２は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プローブ１０が
受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。アンプ回路は
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、反射波信号を増幅してゲイン補正処理を行ない、Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反
射波信号をＡ／Ｄ変換して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え、加算器は、
Ａ／Ｄ変換器によって処理された反射波信号の加算処理を行なって反射波データを生成す
る。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強
調される。
【００１７】
　このように、送信部４１および受信部４２は、超音波の送受信における送信指向性と受
信指向性とを制御する。
【００１８】
　Ｂモード処理部４３は、受信部４２から反射波データを受け取り、対数増幅、包絡線検
波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデータ）
を生成する。
【００１９】
　ドプラ処理部４４は、受信部４２から受け取った反射波データから速度情報を周波数解
析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、パワ
ーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２０】
　画像生成部４５は、Ｂモード処理部４３が生成したＢモードデータや、ドプラ処理部４
４が生成したドプラデータから、表示用の超音波画像を生成する。具体的には、画像生成
部４５は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表されるビデオフォーマッ
トの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）することで、Ｂモードデータやドプラデ
ータから表示用画像としての超音波画像を生成する。つまり、画像生成部４５は、被検体
Ｐに対して超音波プローブ１０から送信した超音波の反射波に基づいて超音波画像を生成
していると考えることができる。ここでは、画像生成部４５は、請求項の「第１生成部」
に対応していると捉えることができる。また、例えばＢモード処理部４３、ドプラ処理部
４４、および、画像生成部４５の組み合わせが、請求項の「第１生成部」に対応している
と捉えることもできる。
【００２１】
　画像処理部１００は、画像生成部４５により生成された超音波画像をユーザに提示し、
提示した超音波画像に対してユーザが入力した点（以下、「入力点」と称する場合がある
）の数に応じて、超音波画像に含まれる左心室の心筋の境界（以下の説明では、「心筋境
界」と称する場合がある）を推定する処理を切り替えて、心筋境界を推定する。そして、
画像処理部１００は、推定した心筋境界を、画像生成部４５により生成された超音波画像
に重畳した重畳画像を生成してモニタ３０に表示する。
【００２２】
　画像処理部１００の具体的な内容を説明する前に、図２を用いて、画像処理部１００の
基本的な動作例を説明する。図２は、画像処理部１００の基本的な動作例を示すフローチ
ャートである。
【００２３】
　ここでは、画像処理部１００は、入力点を受け付ける前の段階において、画像生成部４
５により生成された超音波画像（以下の説明では、「デフォルトの超音波画像」と称する
場合がある）を取得し、取得したデフォルトの超音波画像を用いて、ユーザからの入力点
によらずに、全自動で心筋境界を推定する処理を実行する。全自動で心筋境界を推定する
処理として、例えばデフォルトの超音波画像の画素値に基づいて心筋境界を検出する（例
えば画素値（輝度値）が閾値以上の部分と閾値未満の部分の境界を心腔と心壁の境界とし
て判断する）処理を実行することもできるが、これに限らず、公知の様々な技術を利用す
ることができる。そして、推定した心筋境界を示す境界画像（以下の説明では、「デフォ
ルトの境界画像」と称する場合がある）を、デフォルトの超音波画像に重畳した重畳画像
（以下の説明では、「デフォルトの重畳画像」と称する場合がある）をモニタ３０に表示
する制御を行う。図３は、デフォルトの重畳画像の一例を示す図である。この例では、デ
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フォルトの重畳画像に含まれるデフォルトの超音波画像は、心尖部四腔像（Ａ４Ｃ：Apic
al　Four　Chamber　Image）で表されている。なお、この例では、デフォルトの超音波画
像が、請求項の「医用画像」に対応していると捉えることができる。
【００２４】
　以下、図２を用いて、画像処理部１００の基本的な動作例を説明する。図２に示すよう
に、まず画像処理部１００は、モニタ３０に表示されたデフォルトの重畳画像（デフォル
トの超音波画像）に対してユーザが入力した入力点を受け付ける（ステップＳ１）。ユー
ザは、入力装置２０を操作することで、モニタ３０に表示されたデフォルトの重畳画像上
の任意の点（本明細書における「点」とは、所定サイズの画像領域であると捉えてもよい
）を入力点として入力することができる。ここでは、入力装置２０としてマウスを想定し
、ユーザは、マウスを操作して、モニタ３０に表示されるマウスカーソル（ポインタ）を
移動させ、マウスカーソルの位置をデフォルトの重畳画像上の任意の位置に合わせてマウ
スの左クリックを行うことで、その任意の位置を入力点として入力することができる。た
だし、これに限られるものではない。
【００２５】
　次に、画像処理部１００は、入力点の数と、それぞれの入力点に対応するデフォルトの
超音波画像内の特徴点（詳しくは後述するが、例えば心尖部など）とに応じて、心筋境界
を推定する処理を切り替えて、心筋境界を推定する（ステップＳ２）。次に、画像処理部
１００は、ステップＳ２で推定した心筋境界を示す境界画像を、デフォルトの超音波画像
に重畳した重畳画像を新たに生成し、その新たに生成した重畳画像をモニタ３０に表示す
る（ステップＳ３）。その後、入力点を棄却することを示す棄却指示を受け付けた場合（
ステップＳ４：ＹＥＳ）、画像処理部１００は、今までの入力点を棄却し（ステップＳ５
）、上述のステップＳ１以降の処理を繰り返す。この場合、後述するように、画像処理部
１００は、デフォルトの超音波画像を用いて、ユーザからの入力点によらずに全自動で心
筋境界を推定する処理を実行し直し、その処理の結果を示す境界画像（新たな「デフォル
トの境界画像」であると考えることもできる）を、デフォルトの超音波画像に重畳した重
畳画像（新たな「デフォルトの重畳画像」であると考えることもできる）をモニタ３０に
表示する制御を行う。一方、棄却指示を受け付けなかった場合は（ステップＳ４：ＮＯ）
、そのまま処理が終了する。
【００２６】
　以下、画像処理部１００の具体的な内容を説明する。図４は、画像処理部１００の機能
構成の一例を示すブロック図である。図４に示すように、画像処理部１００は、取得部１
０１と、第１受付部１０２と、特定部１０３と、推定部１０４と、重畳画像生成部１０５
と、表示制御部１０６と、第２受付部１０７と、棄却部１０８とを有する。
【００２７】
　取得部１０１は、デフォルトの超音波画像を取得する。例えば取得部１０１は、画像生
成部４５から直接デフォルトの超音波画像を取得することもできるし、画像生成部４５に
よって生成されたデフォルトの超音波画像が格納される記憶装置（不図示）にアクセスし
て、デフォルトの超音波画像を取得することもできる。
【００２８】
　第１受付部１０２は、モニタ３０に表示された重畳画像（デフォルトの超音波画像）に
対してユーザが入力した入力点を受け付ける。
【００２９】
　特定部１０３は、第１受付部１０２で受け付けた入力点に対応するデフォルトの超音波
画像内の特徴点を特定する。本実施形態では、特定部１０３は、デフォルトの超音波画像
のうち入力点を含む所定領域の画像と、予め用意された複数種類のパターン画像の各々と
のパターンマッチングの結果に基づいて、入力点に対応する特徴点を特定する。
【００３０】
　例えば図５に示すように、ユーザが、モニタ３０に表示されたデフォルトの重畳画像を
確認しながらマウスを操作してマウスカーソルを移動させ、マウスカーソルの先端の位置
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を、心臓の尖端部を示す心尖部の付近の位置に合わせて左クリックを行った場合を想定す
る。図５に示すＰｘ１は心尖部を表している。この場合、特定部１０３は、デフォルトの
重畳画像に含まれるデフォルトの超音波画像のうち、マウスカーソルの先端が示す点（入
力点）を含む所定サイズの画像領域を切り出し、その切り出した画像領域と、予め用意さ
れた複数種類のパターン画像の各々とのパターンマッチングを行う。そして、特定部１０
３は、その切り出した画像領域に対応するパターン画像が、心臓のうち心尖部を含む部分
の標準的な形態を表すパターン画像であることを特定し、第１受付部１０２で受け付けた
入力点に対応する特徴点は、心尖部であることを特定することができる。例えば入力点を
含む画像領域のうち、特定したパターン画像（入力点を含む画像領域に対応するパターン
画像）に含まれる心尖部に対応する位置と、入力点との距離が閾値以下の場合は、当該入
力点に対応する特徴点は心尖部であると判断することもできる。
【００３１】
　また、例えば特定部１０３は、特開２００９－１５３６００号公報に開示された技術を
利用して、上記画像領域と、特定したパターン画像との照合処理を行い、当該パターン画
像中の心尖部に対応する画像領域の位置を、入力点の位置とする補正を行うこともできる
。なお、これに限らず、例えば上記補正を行わずに、入力点の位置を、そのまま心尖部の
位置とみなすこともできる。以上のようにして、特定部１０３は、入力点に対応する心尖
部の位置を特定することができる。
【００３２】
　同様にして、例えば図６に示すように、ユーザが、モニタ３０に表示されたデフォルト
の重畳画像を確認しながらマウスを操作してマウスカーソルを移動させ、マウスカーソル
の先端の位置を、心臓の僧帽弁を構成する２つの弁（弁尖）のうちの一方の弁Ｂ１の根元
部分を示す第１ヒンジ部Ｈ１と、他方の弁Ｂ２の根元部分を示す第２ヒンジ部Ｈ２との間
の点を示す中間点（Ｈ１とＨ２との間の中点に限られるものではない）Ｐｘ２の付近の位
置に合わせて左クリックを行った場合、特定部１０３は、入力点に対応する特徴点は、上
記中間点であることを特定することができる。また、特定部１０３は、入力点に対応する
中間点の位置を特定することもできる。
【００３３】
　同様にして、例えば図７に示すように、ユーザが、モニタ３０に表示されたデフォルト
の重畳画像を確認しながらマウスを操作してマウスカーソルを移動させ、マウスカーソル
の先端の位置を、第１ヒンジ部Ｈ１の付近の位置に合わせて左クリックを行った場合、特
定部１０３は、入力点に対応する特徴点は、第１ヒンジ部であることを特定することがで
きる。また、特定部１０３は、入力点に対応する第１ヒンジ部の位置を特定することもで
きる。また、図示は省略するが、ユーザが、モニタ３０に表示されたデフォルトの重畳画
像を確認しながらマウスを操作してマウスカーソルを移動させ、マウスカーソルの先端の
位置を、第２ヒンジ部Ｈ２の付近の位置に合わせて左クリックを行った場合、特定部１０
３は、入力点に対応する特徴点は、第２ヒンジ部であることを特定することができる。ま
た、特定部１０３は、入力点に対応する第２ヒンジ部の位置を特定することもできる。
【００３４】
　ここでは、図６および図７に示す左側の弁Ｂ１の根元部分を第１ヒンジ部と称し、右側
の弁Ｂ２の根本部分を第２ヒンジ部と称しているが、左側の弁Ｂ１の根元部分を第２ヒン
ジ部と称し、右側の弁Ｂ２の根元部分を第１ヒンジ部と称しても構わない。
【００３５】
　なお、特定部１０３は、例えば入力点の位置を示す位置情報に基づいて、入力点に対応
する特徴点を特定することもできるし、超音波プローブ１０の位相を示す位相情報に基づ
いて、入力点に対応する特徴点を特定することもできる。
【００３６】
　以上のようにして、特定部１０３は、第１受付部１０２で入力点を受け付けるたびに、
その受け付けた入力点に対応する特徴点を特定し、その特定した結果を示す情報（以下の
説明では、「特定情報」と称する場合がある）を、後述の推定部１０４へ送る。一例とし
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て、本実施形態における特定情報は、入力点を示す情報と、特徴点を示す情報と、位置情
報（入力点に対応する特徴点の位置を示す情報）とが対応付けられた情報であるが、これ
に限らず、例えば特定情報は、入力点を受け付けた時刻を示す時間情報をさらに含む形態
であってもよい。
【００３７】
　図４に戻って説明を続ける。推定部１０４は、入力点の数に応じて、デフォルトの超音
波画像に含まれる左心室の心筋の境界を推定する処理を切り替えて、心筋境界を推定する
。より具体的には、推定部１０４は、入力点の数と、それぞれの入力点に対応する特徴点
とに応じて、デフォルトの超音波画像に含まれる左心室の心筋の境界を推定する処理を切
り替えて、心筋境界を推定する。本実施形態では、推定部１０４は、特定部１０３から通
知された特定情報を保持する機能を有し、保持中の特定情報から、入力点の数と、それぞ
れの入力点に対応する特徴点とを把握（判断）することができる。なお、後述するように
、棄却部１０８から特定情報を棄却する指示を受けた場合、推定部１０４は、現在保持し
ている全ての特定情報を棄却する。このとき、推定部１０４は、現在の入力点の数は０で
あると判断する。
【００３８】
　本実施形態では、推定部１０４は、入力点の数が１つであり、入力点に対応する特徴点
が左心室の心尖部である場合は、入力点に対応する心尖部の位置と医用画像（この例では
デフォルトの超音波画像）とに基づいて心筋境界を推定する第１の処理を実行する。この
例では、第１の処理は、心尖１点モードのＡＣＴ（Automated　Contour　Tracking）法に
よる処理である。一例として、例えば非特許文献である「T.E.　Cootes,　C.J.　Taylor,
　D.H.　Cooper,　and　J.Graham,　"Active　shape　models－Their　training　and　a
pplication,"　Comput.　Vis.　Image　Understand.,　vol.61,　no.1,　pp.38-59,　Jan
.　1995.」に示す動的輪郭モデルにおいて、１つの入力点に対応する位置は動かさないと
いう条件の下でエネルギー最小化問題を解くことで、最適な心筋境界を推定することもで
きる。また、他の例としては、入力点に対応する心尖部の位置を始点として、その始点か
ら、超音波画像の下方向へテンプレートマッチング等を行い、第１ヒンジ部の位置および
第２ヒンジ部の位置の２点を探索し、探索により得られた２点と、入力点に対応する心尖
部の位置とを用いて、３点入力に基づく心筋境界の推定を行うこともできる。３点入力に
基づく心筋境界の推定方法としては、例えば特開２００９－１７８４２３号公報に開示さ
れた技術を利用することができる。
【００３９】
　また、推定部１０４は、入力点の数が２つであり、第１番目の入力点に対応する特徴点
が上述の中間点であり、第２番目の入力点に対応する特徴点が心尖部である場合は、第１
番目の入力点に対応する中間点の位置と、第２番目の入力点（第１番目の入力点の次に入
力された入力点）に対応する心尖部の位置と、医用画像（この例ではデフォルトの超音波
画像）とに基づいて、心筋境界を推定する第２の処理を実行する。この例では、第２の処
理は、中心軸２点モードのＡＣＴ法による処理である。一例として、第１番目の入力点に
対応する中間点の位置を始点として、中心軸に対して左右方向へテンプレートマッチング
等を行い、第１ヒンジ部の位置および第２ヒンジ部の位置の２点を探索し、探索により得
られた２点と、第２番目の入力点に対応する心尖部の位置とを用いて、３点入力に基づく
心筋境界の推定を行うこともできる。
【００４０】
　また、推定部１０４は、入力点の数が３つであり、第１番目の入力点に対応する特徴点
が第１ヒンジ部であり、第２番目の入力点に対応する特徴点が第２ヒンジ部および心尖部
のうちの一方であり、第３番目の入力点（第２番目の入力点の次に入力された入力点）に
対応する特徴点が第２ヒンジ部および心尖部のうちの他方である場合は、第１番目の入力
点に対応する第１ヒンジ部の位置と、第２番目の入力点に対応する第２ヒンジ部および心
尖部のうちの一方の位置と、第３番目の入力点に対応する第２ヒンジ部および心尖部のう
ちの他方の位置と、医用画像（この例ではデフォルトの医用画像）とに基づいて、心筋境
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界を推定する第３の処理を実行する。第３の処理は、３点入力モードのＡＣＴ法による処
理である。上述したように、３点入力に基づく心筋境界の推定方法としては、例えば特開
２００９－１７８４２３号公報に開示された技術を利用することができる。
【００４１】
　また、推定部１０４は、入力点の数が４つ以上の場合は、入力点の点列に基づいて心筋
境界を推定する第５の処理を実行することもできる。この例では、第５の処理は、ユーザ
が手動で連続的に入力した入力点の点列を繋いで得られる線（輪郭を表す線）を、心筋境
界として推定する処理であり、以下の説明では、「マニュアルモードの推定処理」と称す
る場合がある。
【００４２】
　また、推定部１０４は、入力点の入力を受け付ける前の段階において、デフォルトの超
音波画像を用いて、ユーザからの入力点によらずに、全自動で心筋境界を推定する第４の
処理を実行する。この例では、デフォルトの超音波画像が取得されたときに、推定部１０
４は、入力点の数が０であるとみなし、第４の処理を実行する。また、後述するように、
棄却部１０８からの指示に従って特定情報を破棄した場合も、推定部１０４は、入力点の
数は０であると判断し（入力点の入力を受け付ける前の段階であると判断し）、第４の処
理を実行する。以下の説明では、この第４の処理を、自動推定処理と称する場合がある。
自動推定処理として、例えばデフォルトの超音波画像の画素値に基づいて心筋境界を自動
的に検出する（例えば画素値（輝度値）が閾値以上の部分と閾値未満の部分の境界を心腔
と心壁の境界として判断する）処理を実行することもできるが、これに限らず、公知の様
々な技術を利用することができる。
【００４３】
　図４の説明を続ける。重畳画像生成部１０５は、推定部１０４により推定された心筋境
界を示す境界画像を、デフォルトの超音波画像に重畳した重畳画像を生成する。この例で
は、重畳画像生成部１０５は、請求項の「第２生成部」に対応していると捉えることがで
きる。
【００４４】
　表示制御部１０６は、重畳画像生成部１０５により生成された重畳画像をモニタ３０に
表示する制御を行う。
【００４５】
　上述したように、本実施形態では、取得部１０１によりデフォルトの超音波画像が取得
されると、推定部１０４は、そのデフォルトの超音波画像を用いて、ユーザからの入力点
によらずに全自動で心筋境界を推定する第４の処理を実行する。そして、重畳画像生成部
１０５は、第４の処理により推定された心筋境界を示す境界画像（「デフォルトの境界画
像」となる）を、デフォルトの超音波画像に重畳してデフォルトの重畳画像を生成する。
そして、表示制御部１０６は、重畳画像生成部１０５により生成されたデフォルトの重畳
画像をモニタ３０に表示する制御を行う。その後、重畳画像生成部１０５により新しい重
畳画像が生成されるたびに、表示制御部１０６は、新しい重畳画像をモニタ３０に表示す
る制御を行う。
【００４６】
　図４に戻って説明を続ける。第２受付部１０７は、入力点を棄却することを示す棄却指
示を受け付ける。例えばユーザは、図８に示すような重畳画像（図８の例では、デフォル
トの重畳画像とは異なる重畳画像がモニタ３０に表示されていることを想定）を見て、そ
の心筋境界の推定結果（境界画像）に満足できない場合は、マウスの右クリックを行うこ
とで、棄却指示を入力することができる。ただし、これに限らず、例えば図９に示すよう
に、入力点の棄却を指示するためのボタン（ＵＩ画像）１２０が、重畳画像とともにモニ
タ３０に表示される形態であってもよい。この場合、ユーザは、マウスを操作してマウス
カーソルを移動させ、マウスカーソルの位置を棄却ボタン１２０と重なる位置に合わせて
右クリックを行うことで、棄却指示を入力することもできる。
【００４７】
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　図４に戻って説明を続ける。棄却部１０８は、第２受付部１０７で棄却指示を受け付け
た場合、それまで第１受付部１０２で受け付けた入力点を棄却する。本実施形態では、棄
却部１０８は、第２受付部１０７で棄却指示を受け付けた場合、推定部１０４に対して、
特定情報を棄却することを指示する。この指示を受けた推定部１０４は、現在保持中の特
定情報を全て棄却する。このとき、推定部１０４は、入力点の数は０であると判断し、上
述の第４の処理を実行する。したがって、重畳画像生成部１０５は、第４の処理により推
定された心筋境界を示す境界画像（新たな「デフォルトの境界画像」）を、デフォルトの
超音波画像に重畳した重畳画像（新たな「デフォルトの重畳画像」）を生成する。これに
より、モニタ３０には、新たなデフォルトの重畳画像が表示されることになる。例えばユ
ーザは、入力点の入力を行う前に提示されたデフォルトの重畳画像に満足できない場合も
、右クリックを行うことで、自動推定処理をやり直させることができる。
【００４８】
　そして、ユーザは、モニタ３０に表示された重畳画像を確認しながら入力点を入力し直
すことになる。例えば心尖１点モードのＡＣＴ法による処理の結果に満足できなかった場
合、ユーザは、棄却指示を入力した後に、中心軸２点モードまたは３点入力モードのＡＣ
Ｔ法による処理を実行させるための入力点を入力することができる。なお、本実施形態で
は、推定部１０４は、棄却指示を受け付けた場合（棄却部１０８から、特定情報を棄却す
る指示を受けた場合）、入力点の数は０であると判断し（入力点の入力を受け付ける前の
段階であると判断し）、自動推定処理を実行し直しているが、これに限らず、例えば推定
部１０４は、棄却指示を受け付けた場合は、入力点の数は０ではないと判断し（つまり、
自動推定処理は実行しない）、表示制御部１０６は、取得部１０１によりデフォルトの超
音波画像が取得されたときに生成されたデフォルトの重畳画像を、再びモニタ３０に表示
する形態であってもよい。つまり、推定部１０４は、デフォルトの超音波画像が取得され
たときに、入力点の数が０であると判断する一方、棄却指示を受け付けた場合は、入力点
の数は０でないと判断する形態であってもよい。
【００４９】
　次に、画像処理部１００の動作例を説明する。まず、図１０を参照しながら、画像処理
部１００が、上述の心尖１点モードのＡＣＴ法による処理を実行する場合の動作例を説明
する。まず、第１受付部１０２は、モニタ３０に表示されたデフォルトの重畳画像に対し
てユーザが入力した入力点を受け付ける（ステップＳ１１）。次に、特定部１０３は、ス
テップＳ１１で受け付けた入力点に対応する特徴点を特定し、その特定した結果を示す特
定情報を、推定部１０４へ通知する。推定部１０４は、特定部１０３から通知された特定
情報に基づいて、ステップＳ１１で受け付けた入力点に対応する特徴点を判断する。この
例では、推定部１０４が、ステップＳ１１で受け付けた入力点に対応する特徴点は心尖部
ではないと判断した場合（ステップＳ１２：Ｎｏ）、処理は終了するが、例えば後述の図
１１のステップＳ２２へ進むという形態であってもよい。
【００５０】
　一方、推定部１０４が、ステップＳ１１で受け付けた入力点に対応する特徴点は心尖部
であると判断した場合（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、推定部１０４は、心尖１点モードの
ＡＣＴ法による処理の実行条件（入力点が１つであり、入力点に対応する特徴点が心尖部
であること）が成立したと判断して、心尖１点モードのＡＣＴ法による処理を実行し（ス
テップＳ１３）、心筋境界を推定する。次に、重畳画像生成部１０５は、ステップＳ１３
の処理により推定された心筋境界を示す境界画像を、デフォルトの超音波画像に重畳した
重畳画像を生成する（ステップＳ１４）。次に、表示制御部１０６は、ステップＳ１４で
生成された重畳画像をモニタ３０に表示する制御を行う（ステップＳ１５）。
【００５１】
　次に、図１１を参照しながら、画像処理部１００が、上述の中心軸２点モードのＡＣＴ
法による処理を実行する場合の動作例を説明する。まず、第１受付部１０２は、モニタ３
０に表示されたデフォルトの重畳画像に対してユーザが入力した入力点（第１番目の入力
点）を受け付ける（ステップＳ２１）。次に、特定部１０３は、ステップＳ２１で受け付
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けた入力点に対応する特徴点を特定し、その特定した結果を示す特定情報を、推定部１０
４へ通知する。推定部１０４は、特定部１０３から通知された特定情報に基づいて、ステ
ップＳ２１で受け付けた入力点に対応する特徴点を判断する。この例では、推定部１０４
が、ステップＳ２１で受け付けた入力点に対応する特徴点は中間点ではないと判断した場
合（ステップＳ２２：Ｎｏ）、処理は終了するが、例えば後述の図１２のステップＳ３２
へ進むという形態であってもよい。
【００５２】
　一方、推定部１０４が、ステップＳ２１で受け付けた入力点に対応する特徴点は中間点
であると判断した場合（ステップＳ２２：ＹＥＳ）、推定部１０４は、中心軸２点モード
のＡＣＴ法による処理を実行することになると判定（中間判定）し、心尖部の入力を促す
ガイド画像をモニタ３０に表示することを表示制御部１０６に指示する。この指示を受け
た表示制御部１０６は、上述のガイド画像をモニタ３０に表示する制御を行う（ステップ
Ｓ２３）。そして、第１受付部１０２は、次の入力点（第２番目の入力点）を受け付ける
（ステップＳ２４）。
【００５３】
　次に、特定部１０３は、ステップＳ２４で受け付けた入力点に対応する特徴点を特定し
、その特定した結果を示す特定情報を、推定部１０４へ通知する。推定部１０４は、特定
部１０３から通知された特定情報に基づいて、ステップＳ２４で受け付けた入力点に対応
する特徴点が心尖部であるか否かを判断する（ステップＳ２５）。推定部１０４が、ステ
ップＳ２４で受け付けた入力点に対応する特徴点は心尖部ではないと判断した場合（ステ
ップＳ２５：Ｎｏ）、処理は終了する。
【００５４】
　一方、上述のステップＳ２５において、ステップＳ２４で受け付けた入力点に対応する
特徴点は心尖部であると判断した場合（ステップＳ２５：ＹＥＳ）、推定部１０４は、中
心軸２点モードのＡＣＴ法による処理の実行条件（入力点数が２つであり、第１番目の入
力点に対応する特徴点が中間点であり、第２番目の入力点に対応する特徴点が心尖部であ
ること）が成立したと判断して、中心軸２点モードのＡＣＴ法による処理を実行し（ステ
ップＳ２６）、心筋境界を推定する。次に、重畳画像生成部１０５は、ステップＳ２６の
処理により推定された心筋境界を示す境界画像を、デフォルトの超音波画像に重畳した重
畳画像を生成する（ステップＳ２７）。次に、表示制御部１０６は、ステップＳ２７で生
成された重畳画像をモニタ３０に表示する制御を行う（ステップＳ２８）。
【００５５】
　次に、図１２を参照しながら、画像処理部１００が、上述の３点入力モードのＡＣＴ法
による処理を実行する場合の動作例を説明する。まず、第１受付部１０２は、モニタ３０
に表示されたデフォルトの重畳画像に対してユーザが入力した入力点（第１番目の入力点
）を受け付ける（ステップＳ３１）。次に、特定部１０３は、ステップＳ３１で受け付け
た入力点に対応する特徴点を特定し、その特定した結果を示す特定情報を、推定部１０４
へ通知する。推定部１０４は、特定部１０３から通知された特定情報に基づいて、ステッ
プＳ３１で受け付けた入力点に対応する特徴点を判断する。この例では、推定部１０４が
、ステップＳ３１で受け付けた入力点に対応する特徴点は、僧帽弁を構成する２つの弁の
うちの何れかの根元部分（説明の便宜上、以下では「第１ヒンジ部」と称する）ではない
と判断した場合（ステップＳ３２：Ｎｏ）、処理は終了する。
【００５６】
　一方、推定部１０４が、ステップＳ３１で受け付けた入力点に対応する特徴点は第１ヒ
ンジ部であると判断した場合（ステップＳ３２：ＹＥＳ）、推定部１０４は、３点入力モ
ードのＡＣＴ法による処理を実行することになると判定（中間判定）し、僧帽弁を構成す
る２つの弁の各々の根元部分のうち、ステップＳ３１で受け付けた入力点に対応しない方
の根元部分（説明の便宜上、以下では「第２ヒンジ部」と称する）、または、心尖部の入
力を促すガイド画像をモニタ３０に表示することを表示制御部１０６に指示する。この指
示を受けた表示制御部１０６は、上述のガイド画像をモニタ３０に表示する制御を行う（
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ステップＳ３３）。そして、第１受付部１０２は、次の入力点（第２番目の入力点）を受
け付ける（ステップＳ３４）。
【００５７】
　次に、特定部１０３は、ステップＳ３４で受け付けた入力点に対応する特徴点を特定し
、その特定した結果を示す特定情報を推定部１０４へ通知する。推定部１０４は、特定部
１０３から通知された特定情報に基づいて、ステップＳ３４で受け付けた入力点に対応す
る特徴点が、第２ヒンジ部および心尖部のうちの一方であるか否かを判断する（ステップ
Ｓ３５）。
【００５８】
　この例では、推定部１０４が、ステップＳ３４で受け付けた入力点に対応する特徴点は
、第２ヒンジ部および心尖部の何れでもないと判断した場合（ステップＳ３５：Ｎｏ）、
処理は終了するが、この場合（ステップＳ３５：Ｎｏ）、例えば推定部１０４は、特定部
１０３から通知された特定情報に基づいて、ステップＳ３４で受け付けた入力点に対応す
る特徴点が、ステップＳ３１で受け付けた入力点に対応する第１ヒンジ部の近傍の部位で
あるか否かを判断することもできる。そして、ステップＳ３４で受け付けた入力点に対応
する特徴点が、第１ヒンジ部の近傍の部位であると判断した場合、推定部１０４は、マニ
ュアルモードの推定処理を実行することになると判定（中間判定）し、心筋境界に沿って
入力点を入力し続けることを促すガイド画像を表示することを表示制御部１０６に指示す
る。この指示を受けた表示制御部１０６は、上述のガイド画像をモニタ３０に表示する制
御を行う。
【００５９】
　そして、第１受付部１０２は、ユーザが連続的に入力する入力点を受け付け、推定部１
０４は、第１受付部１０２で受け付けた入力点に対応する特徴点が、僧帽弁を構成する２
つの弁の各々の根元部分のうち、ステップＳ３１で受け付けた入力点に対応しない方の根
元部分を示す第２ヒンジ部であると判断した場合、それまでに第１受付部１０２で受け付
けた入力点の点列に基づいて、心筋境界を推定することもできる。ただし、第１受付部１
０２で受け付けた入力点の数が４つ未満の場合は、推定部１０４は、マニュアルモードの
推定処理の実行条件が成立していないと判断し、心筋境界に沿って入力点を入力し続ける
ことを促すガイド画像を表示することを表示制御部１０６に指示することもできる。
【００６０】
　一方、上述のステップＳ３５において、ステップＳ３４で受け付けた入力点に対応する
特徴点が、第２ヒンジ部および心尖部のうちの一方であると判断した場合（ステップＳ３
５：Ｙｅｓ）、推定部１０４は、第２ヒンジ部および心尖部のうちの他方の入力を待つ。
そして、第１受付部１０２は、次の入力点（第３番目の入力点）を受け付ける（ステップ
Ｓ３６）。次に、特定部１０３は、ステップＳ３６で受け付けた入力点に対応する特徴点
を特定し、その特定した結果を示す特定情報を、推定部１０４へ通知する。推定部１０４
は、特定部１０３から通知された特定情報に基づいて、ステップＳ３６で受け付けた入力
点に対応する特徴点が、第２ヒンジ部および心尖部のうちの他方であるか否かを判断する
（ステップＳ３７）。この例では、推定部１０４が、ステップＳ３６で受け付けた入力点
に対応する特徴点は、第２ヒンジ部および心尖部の何れでもないと判断した場合（ステッ
プＳ３７：Ｎｏ）、処理は終了する。
【００６１】
　一方、上述のステップＳ３７において、ステップＳ３６で受け付けた入力点に対応する
特徴点は、第２ヒンジ部および心尖部のうちの他方であると判断した場合（ステップＳ３
７：Ｙｅｓ）、推定部１０４は、３点入力モードのＡＣＴ法による処理の実行条件（入力
点数が３つであり、第１番目の入力点に対応する特徴点が第１ヒンジ部であり、第２番目
の入力点に対応する特徴点が第２ヒンジ部および心尖部のうちの一方であり、第３番目の
入力点に対応する特徴点が第２ヒンジ部および心尖部のうちの他方であること）が成立し
たと判断して、３点入力モードのＡＣＴ法による処理を実行し（ステップＳ３８）、心筋
境界を推定する。次に、重畳画像生成部１０５は、ステップＳ３８の処理により推定され
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た心筋境界を示す境界画像を、デフォルトの超音波画像に重畳した重畳画像を生成する（
ステップＳ３９）。次に、表示制御部１０６は、ステップＳ３９で生成された重畳画像を
モニタ３０に表示する制御を行う（ステップＳ４０）。
【００６２】
　なお、前述したように、ユーザは、提示された心筋境界の推定結果に満足できない場合
、マウスの右クリックを行うことで、棄却指示を入力することができる。これにより、そ
れまでの入力点が棄却され、その時点でモニタ３０に表示されていた重畳画像も棄却され
て、再び実行された自動推定処理により推定された境界画像（新たな「デフォルトの境界
画像」）を、デフォルトの超音波画像に重畳した重畳画像（新たな「デフォルトの重畳画
像」）がモニタ３０に表示された状態に移行する。そして、ユーザは、モニタ３０に表示
された重畳画像を確認しながら入力点を入力し直すことになる。例えば心尖１点モードの
推定結果に満足できなかった場合、ユーザは、中心軸２点モードまたは３点入力モードの
ＡＣＴ法による処理を実行させるための入力点を入力することもできる。以上が、画像処
理部１００の具体的な内容である。
【００６３】
　以上に説明した画像処理部１００が搭載された装置本体４０のハードウェア構成は、Ｃ
ＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ、ＲＡＭ、および、通信Ｉ／Ｆ装置などを
含むコンピュータ装置のハードウェア構成を利用している。上述した装置本体４０の各部
の機能（送信部４１、受信部４２、Ｂモード処理部４３、ドプラ処理部４４、画像生成部
４５、画像処理部１００（取得部１０１、第１受付部１０２、特定部１０３、推定部１０
４、重畳画像生成部１０５、表示制御部１０６、第２受付部１０７、棄却部１０８））は
、ＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムをＲＡＭ上で展開して実行することにより実現
される。また、これに限らず、上述した装置本体４０の各部の機能のうちの少なくとも一
部を専用のハードウェア回路（例えば半導体集積回路等）で実現することもできる。
【００６４】
　本実施形態では、上述の画像処理部１００の機能が搭載された装置本体４０が、請求項
の「画像処理装置」に対応していると考えることができる。
【００６５】
　上記ＣＰＵ（コンピュータ）が実行するプログラムを、インターネット等のネットワー
クに接続された外部装置上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより
提供するようにしてもよい。また、上記ＣＰＵが実行するプログラムを、インターネット
等のネットワーク経由で提供または配布するようにしてもよい。さらに、上記ＣＰＵが実
行するプログラムを、ＲＯＭ等の不揮発性の記録媒体に予め組み込んで提供するようにし
てもよい。
【００６６】
　以上に説明したように、本実施形態では、入力点の数と、それぞれの入力点に対応する
超音波画像内の特徴点とに応じて、超音波画像に含まれる左心室の心筋の境界を推定する
処理を切り替えて、心筋境界を推定する。したがって、本実施形態では３点入力は必須で
はなく、ユーザは、超音波診断装置１に実行させたい処理（心筋境界を推定する処理）に
応じた形で入力点を入力すればよい。例えば心筋境界の簡易な推定結果を直ちに確認した
いという状況下であれば、３点入力モードのＡＣＴ法による処理よりも入力点数が少なく
て済む心尖１点モードのＡＣＴ法による処理、または、中心軸２点モードのＡＣＴ法によ
る処理で十分である。そのような状況下では、ユーザは、従来のような３点入力を行わず
に、心尖部の位置に対応する入力点のみを入力することで、心尖１点モードのＡＣＴ法に
よる処理を実行させることもできるし、中間点の位置および心尖部の位置の各々に対応す
る入力点を入力することで、中心軸２点モードのＡＣＴ法による処理を実行させることも
できる。
【００６７】
　したがって、本実施形態によれば、ユーザ（操作者）の利便性を向上させることができ
るという有利な効果を達成できる。
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【００６８】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々
な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置
き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含
まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【００６９】
（変形例）
　以下、変形例を記載する。
【００７０】
（１）変形例１
　図１３は、本変形例の画像処理部１００の機能構成の一例を示す図である。画像処理部
１００は、上述の第２受付部１０７および棄却部１０８の代わりに、修正部２００を有し
ている。その他の構成は、上述の実施形態と同様であるので、詳細な説明は省略する。
【００７１】
　修正部２００は、モニタ３０に表示された重畳画像に含まれる境界画像に対してユーザ
が入力した修正指示に応じて、境界画像を修正する。例えばユーザは、図８に示すような
重畳画像を見て、その心筋境界の推定結果（境界画像）に満足できない場合は、マウスカ
ーソルの先端の位置を境界画像の任意の点に合わせてマウスの右ボタンを押し、マウスの
右ボタンを押したままマウスカーソルを所定の方向に移動させるドラッグ操作（つまり、
境界画像の任意の点の移動を指示する操作）等により、境界画像を修正する指示を入力す
ることができる。そして、修正部２００は、ユーザが入力した修正指示に応じて、境界画
像を修正するという具合である。
【００７２】
（２）変形例２
　上述の実施形態では、推定部１０４は、心尖１点モードのＡＣＴ法による処理の実行条
件（入力点が１つであり、入力点に対応する特徴点が心尖部であること）が成立した場合
は、心尖１点モードのＡＣＴ法による処理を実行する。また、中心軸２点モードのＡＣＴ
法による処理の実行条件（入力点数が２つであり、第１番目の入力点に対応する特徴点が
中間点であり、第２番目の入力点に対応する特徴点が心尖部であること）が成立した場合
は、中心軸２点モードのＡＣＴ法による処理を実行する。また、３点入力モードのＡＣＴ
法による処理の実行条件（入力点数が３つであり、第１番目の入力点に対応する特徴点が
第１ヒンジ部であり、第２番目の入力点に対応する特徴点が第２ヒンジ部および心尖部の
うちの一方であり、第３番目の入力点に対応する特徴点が第２ヒンジ部および心尖部のう
ちの他方であること）が成立した場合は、３点入力モードのＡＣＴ法による処理を実行す
る。
【００７３】
　つまり、上述の実施形態では、推定部１０４は、入力点の数と、それぞれの入力点に対
応する特徴点とに応じて、心筋境界を推定する処理を切り替えていると捉えることができ
るが、例えば推定部１０４は、第１受付部１０２で入力点を受け付けるたびに、それまで
に受け付けた全ての入力点を利用して（起点として利用して）、心筋境界を推定する処理
を実行することもできる（見方を変えれば、推定部１０４は、入力点の数に応じて、心筋
境界を推定する処理を切り替えていると捉えることもできる）。この形態では、推定部１
０４が心筋境界を推定する処理を実行するたびに、モニタ３０に表示される重畳画像も更
新されるので、上述の第２受付部１０７、棄却部１０８、修正部２００などは不要となる
。
【００７４】
　要するに、推定部１０４は、入力点の数に応じて、デフォルトの超音波画像に含まれる
左心室の心筋の境界を推定する処理を切り替えて、心筋境界を推定する形態であればよい
。
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【００７５】
　また、例えば図１４に示すように、心筋境界を推定する処理の開始を指示するための開
始ボタン（ＵＩ画像）１３０が、デフォルトの重畳画像とともにモニタ３０に表示され、
入力点の入力を終えたユーザは、マウスを操作してマウスカーソルを移動させ、マウスカ
ーソルの位置を開始ボタン１３０と重なる位置に合わせて左クリックを行うことで、処理
の開始を指示（見方を変えれば、入力点の入力終了を指示）するという形態であってもよ
い。処理の開始指示を受け付けた場合、推定部１０４は、それまでに受け付けた全ての入
力点を利用して、心筋境界を推定する処理を実行する。例えばユーザが、２つの入力点を
入力した後に、処理の開始を指示した場合、推定部１０４は、その２つの入力点を起点と
して心筋境界を実行するといった具合である。また、例えば図１４のような開始ボタン１
３０が表示されない形態であってもよい。この場合、例えば入力点の入力を終えたユーザ
は、マウスを操作してマウスカーソルを移動させ、マウスカーソルの位置を心臓外の任意
の位置に合わせて左クリックを行うことで、処理の開始を指示することもできる。
【００７６】
（３）変形例３
　例えばユーザが、心尖１点モード、中心軸２点モード、３点入力モード、および、マニ
ュアルモードのうちの何れかを事前に指定（選択）する形態であってもよい。例えば図１
５に示すように、心尖１点モードを指定するためのボタン（ＵＩ画像）１４０、中心軸２
点モードを指定するためのボタン１５０、３点入力モードを指定するためのボタン１６０
、および、マニュアルモードを指定するためのボタン１７０が、デフォルトの重畳画像と
ともにモニタ３０に表示され、ユーザは、マウスを操作してマウスカーソルを移動させ、
マウスカーソルの位置を所望のモードに対応するボタンと重なる位置に合わせて左クリッ
クを行うことで、所望のモードを指定するという形態であってもよい。
【００７７】
　モードを指定する指示を受け付けた場合、画像処理部１００は、指定されたモードに応
じた入力点の入力を促す画像または文字をモニタ３０に表示することもできる。例えば心
尖１点モードを指定する指示を受け付けた場合、画像処理部１００は、心尖部の入力を促
す画像または文字をモニタ３０に表示することもできる。そして、例えばユーザが、心尖
部とは異なる特徴点を入力した場合（入力点に対応する特徴点が心尖部ではない場合）は
、エラーを知らせる画像または文字をモニタ３０に表示することもできる。
【００７８】
　また、例えば３点入力モードを指定する指示を受け付けた場合、画像処理部１００は、
まず第１ヒンジ部の入力を促す画像または文字をモニタ３０に表示することもできる。上
述の実施形態では、３点入力モードでの入力点の入力の順番は、（１）第１ヒンジ部、（
２）第２ヒンジ部および心尖部のうちの一方、（３）第２ヒンジ部および心尖部のうちの
他方、になっているためである。そして、例えばユーザが、第１ヒンジ部とは異なる特徴
点を入力した場合は、エラーを知らせる画像または文字をモニタ３０に表示することもで
きる。また、例えばユーザが、第１ヒンジ部ではなくて心尖部を入力した場合（第１番目
の入力点に対応する特徴点が心尖部である場合）は、画像処理部１００は、３点入力モー
ドでの入力点の入力の順番を、（１）心尖部、（２）第１ヒンジ部および第２ヒンジ部の
うちの一方、（３）第１ヒンジ部および第２ヒンジ部のうちの他方、に変更し、次の入力
として、第１ヒンジ部および第２ヒンジ部のうちの何れかの入力を促す画像または文字を
モニタ３０に表示することもできる。
【００７９】
（４）変形例４
　例えば図１６に示すように、画像処理部１００は、入力点を入力するための入力用画面
と、入力点に対応する特徴点を確認（どの特徴点を指示する入力を行ったのかを確認）す
るための確認用画面とを同時にモニタ３０に表示することもできる。図１６では、デフォ
ルトの重畳画像に対してユーザが入力した入力点に対応する特徴点が心尖部である場合に
おける入力用画面と確認用画面とを例示している。
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【００８０】
（５）変形例５
　上述の実施形態では、入力点を受け付ける前の段階において、デフォルトの重畳画像が
モニタ３０に表示されているが、例えば入力点を受け付ける前の段階においては、デフォ
ルトの境界画像は表示されずに、デフォルトの超音波画像がモニタ３０に表示される形態
であってもよい。
【００８１】
　この形態では、推定部１０４は、上述の実施形態のように、取得部１０１によりデフォ
ルトの超音波画像が取得されたタイミングで第４の処理（以下の説明では、「０点入力モ
ードのＡＣＴ法による処理」と称する場合がある）を実行することはせず、例えば第１受
付部１０２が所定期間にわたって入力点を受け付けなかった場合に、入力点の数が０であ
ると判断（０点入力モードのＡＣＴ法による処理の実行条件が成立したと判断）して、０
点入力モードのＡＣＴ法による処理を実行することもできる。
【００８２】
　また、詳細な図示は省略するが、例えば０点入力モードを指定するためのボタン（ＵＩ
画像）が、デフォルトの超音波画像とともにモニタ３０に表示されてもよい。この場合、
ユーザは、マウスを操作してマウスカーソルを移動させ、マウスカーソルの位置を、０点
入力モードに対応するボタンと重なる位置に合わせることで（ここではクリックは不要と
しているが、例えばクリックを必要とする形態であってもよい）、０点入力モードを指定
する形態であってもよい。０点入力モードの指定を受け付けた場合、推定部１０４は、０
点入力モードのＡＣＴ法による処理を実行する。これにより、０点入力モードのＡＣＴ法
による処理により推定された心筋境界を示す境界画像をデフォルトの超音波画像に重畳し
た重畳画像が、モニタ３０に表示されるという具合である。
【００８３】
（６）変形例６
　例えば上述の心尖１点モードのＡＣＴ法による処理として、入力点に対応する心尖部の
位置を始点として、第１ヒンジ部の位置および第２ヒンジ部の位置の２点を探索し、この
探索により得られた２点と、入力点に対応する心尖部の位置とに基づいて心筋境界を推定
する処理を実行する場合、推定結果を示す境界画像を含む重畳画像を表示する際に、上記
探索により得られた２点も同時に表示することもできる。例えばこの２点に対して視認性
の高い色を付加して、この２点を強調する表示を行ってもよい。
【００８４】
　同様に、例えば上述の中心軸２点モードのＡＣＴ法による処理として、第１番目の入力
点に対応する中間点の位置を始点として、中心軸に対して左右方向へテンプレートマッチ
ング等を行い、第１ヒンジ部の位置および第２ヒンジ部の位置の２点を探索し、この探索
により得られた２点と、第２番目の入力点に対応する心尖部の位置と基づいて心筋境界を
推定する処理を実行する場合、推定結果を示す境界画像を含む重畳画像を表示する際に、
上記探索により得られた２点も同時に表示することもできる。
【００８５】
（７）変形例７
　例えば１点入力に基づいて心筋境界を推定する処理として、上述の心尖１点モードのＡ
ＣＴ法による処理とは異なる処理を採用することもできる。例えば推定部１０４は、入力
点の数が１つであり、かつ、入力点に対応する特徴点が、心筋より内側の血液で占められ
ている領域の中心点である場合に、入力点に対応する中心点を用いて心筋境界を推定する
処理を実行することもできる。
【００８６】
　例えば図１７に示すように、ユーザが、モニタ３０に表示されたデフォルトの重畳画像
を確認しながらマウスを操作してマウスカーソルを移動させ、マウスカーソルの先端の位
置を、心筋より内側の血液で占められている領域の中心点Ｐｘ３の付近の位置に合わせて
左クリックを行った場合を想定する。この場合、特定部１０３は、例えば入力点を始点と



(18) JP 2015-73798 A 2015.4.20

10

20

30

40

50

して、デフォルトの超音波画像の上方向へテンプレートマッチング等を行い、心尖部を探
索するとともに、下方向へテンプレートマッチング等を行い、第１ヒンジ部および第２ヒ
ンジ部を探索することで、入力点に対応する特徴点が、中心点Ｐｘ３であるか否かを特定
することができる。また、超音波画像では、血液の部分の画素値（輝度値）は低い値を示
すので、例えば特定部１０３は、入力点を含む所定領域の画像の画素値（例えば平均画素
値）が閾値以下であることを、入力点に対応する特徴点が中心点Ｐｘ３であると判断する
ための条件として考慮に入れて、入力点に対応する特徴点が中心点Ｐｘ３であるか否かを
特定することもできる。特定部１０３は、入力点に対応する特徴点が中心点Ｐｘ３である
ことを特定した場合、その特定した結果を示す特定情報を推定部１０４へ通知する。
【００８７】
　推定部１０４は、現在保持している特定情報から、入力点の数が１つであり、かつ、入
力点に対応する特徴点が中心点Ｐｘ３であると判断した場合、１点入力に基づいて心筋境
界を推定する処理の実行条件が成立したと判断し、入力点に対応する中心点Ｐｘ３の位置
を始点（起点）として、心筋境界を推定する処理を実行する。例えば推定部１０４は、入
力点に対応する中心点Ｐｘ３の位置を始点として、その始点から、デフォルトの超音波画
像の上方向へテンプレートマッチング等を行い、心尖部の位置を探索するとともに、デフ
ォルトの超音波画像の下方向へテンプレートマッチング等を行い、第１ヒンジ部の位置お
よび第２ヒンジ部の位置の２点を探索し、この探索により得られた３点を用いて、３点入
力に基づく心筋境界の推定を行うことができる。
【００８８】
　要するに、推定部１０４は、入力点の数と、それぞれの入力点に対応する特徴点とに応
じて、心筋境界を推定する処理を切り替える形態であればよい。
【００８９】
（８）変形例８
　例えば、上述の心尖１点モード、中心軸２点モード、３点入力モード、マニュアルモー
ドのうちの何れのモード（何れのモードのＡＣＴ法による処理）が選択されているのかを
示す情報がモニタ３０に表示されてもよい。つまり、推定部１０４は、オブジェクトの境
界を推定する処理を複数種類有しており、入力点の数に応じて、何れかの処理を選択し、
表示制御部１０６は、何れの処理が選択されているのかを示す情報をモニタ３０に表示す
る形態であってもよい。
【００９０】
　なお、上述の変形例同士を任意に組み合わせることもできる。また、上述の実施形態お
よび各変形例を、任意に組み合わせることも可能である。
【符号の説明】
【００９１】
１　　　超音波診断装置
１０　　超音波プローブ
２０　　入力装置
３０　　モニタ
４０　　装置本体
４１　　送信部
４２　　受信部
４３　　Ｂモード処理部
４４　　ドプラ処理部
４５　　画像生成部
１００　画像処理部
１０１　取得部
１０２　第１受付部
１０３　特定部
１０４　推定部
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１０５　重畳画像生成部
１０６　表示制御部
１０７　第２受付部
１０８　棄却部
１２０　棄却ボタン
１３０　開始ボタン
２００　修正部

【図１】 【図２】
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【図４】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】



(22) JP 2015-73798 A 2015.4.20

【図３】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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